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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識
情報取得機能と、
　前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける関連付け処理
機能と
　を実現する処理回路を備え、
　前記建物設備は、建物内に設置され空間と空間とを接続するゲートウェイ設備を含み、
　前記関連付け処理機能は、前記ゲートウェイ設備の使用に係る前記行動認識情報に基づ
いて、前記位置情報に前記ゲートウェイ設備を関連付ける、
情報処理装置。
【請求項２】
　前記位置情報は、前記センシング情報を解析することによって生成される、請求項１に
記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記センシング情報は、モーションセンサの検出値を含む、請求項１または２に記載の
情報処理装置。
【請求項４】
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　前記モーションセンサは、加速度センサを含み、
　前記行動認識情報は、前記加速度センサの検出値において、加速度の分散が小さく、か
つ重力方向の加速度変化に特定のパターンが現れる場合に、エレベータに関連する前記ユ
ーザの行動が発生したことを示す、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記センシング情報は、気圧センサの検出値をさらに含み、
　前記モーションセンサは、加速度センサを含み、
　前記行動認識情報は、前記加速度センサの検出値に基づいて前記ユーザが歩行中である
ことが示され、かつ前記気圧センサの検出値に基づいて前記ユーザが重力方向に移動して
いることが示される場合に、階段に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す、請
求項３または４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記処理回路は、前記位置情報および前記位置情報に関連付けられた前記建物設備の情
報に基づいてマップを生成するマップ生成機能をさらに実現する、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記マップ生成機能は、前記建物設備が関連付けられた位置を基準にして分割された前
記マップを生成する、請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記処理回路は、前記建物設備が関連付けられた位置を基準にして前記位置情報を補正
する位置情報補正機能をさらに実現する、請求項１～６のいずれか１項に記載の情報処理
装置。
【請求項９】
　ユーザの位置情報を取得することと、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得することと、
　処理回路が、前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける
ことと
　を含み、
　前記建物設備は、建物内に設置され空間と空間とを接続するゲートウェイ設備を含み、
　前記関連付けることは、前記ゲートウェイ設備の使用に係る前記行動認識情報に基づい
て、前記位置情報に前記ゲートウェイ設備を関連付けること、をさらに含む、
情報処理方法。
【請求項１０】
　ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識
情報取得機能と、
　前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける関連付け処理
機能と
　を処理回路に実現させ、
　前記建物設備は、建物内に設置され空間と空間とを接続するゲートウェイ設備を含み、
　前記関連付け処理機能は、前記ゲートウェイ設備の使用に係る前記行動認識情報に基づ
いて、前記位置情報に前記ゲートウェイ設備を関連付ける、
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ユーザが携帯または装着するモバイル装置またはウェアラブル装置に搭載された加速度
センサなどの検出値を利用して、ユーザの行動を認識する行動認識技術が開発されている
。こうした行動認識技術、および行動認識技術によって得られる情報を利用してユーザに
提供される情報の例は、例えば特許文献１に見ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－００３６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたような技術では、加速度センサなどの検出値とともに、ＧＰＳ
（Global　Positioning　System）を利用して取得されたユーザの位置情報を用いて行動
認識が実施される。位置情報は、例えば、ユーザの行動が発生した場所や、ユーザの移動
速度などを特定するために用いられる。行動認識技術の中で取得される位置情報について
、それ以上の有効な活用は、特許文献１などにおいてはなされていなかった。
【０００５】
　そこで、本開示では、行動ログに含まれる位置情報と行動認識情報とをさらに有効に活
用することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、上記位置情報に関
連付けられた上記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物設備に関連する上記
ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識情報取得機能と、上
記行動認識情報に基づいて、上記位置情報に上記建物設備を関連付ける関連付け処理機能
とを実現する処理回路を備える情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、ユーザの位置情報を取得することと、上記位置情報に関連付け
られた上記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物設備に関連する上記ユーザ
の行動が発生したことを示す行動認識情報を取得することと、処理回路が、上記行動認識
情報に基づいて、上記位置情報に上記建物設備を関連付けることとを含む情報処理方法が
提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、上記位置情
報に関連付けられた上記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物設備に関連す
る上記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識情報取得機能
と、上記行動認識情報に基づいて、上記位置情報に上記建物設備を関連付ける関連付け処
理機能とを処理回路に実現させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本開示によれば、行動ログに含まれる位置情報と行動認識情報とを
さらに有効に活用することができる。
【００１０】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本開示の一実施形態の全体的な構成の例を示すブロック図である。
【図２Ａ】本開示の一実施形態の全体的な構成の別の例を示すブロック図である。
【図２Ｂ】本開示の一実施形態の全体的な構成の別の例を示すブロック図である。
【図３】本開示の一実施形態における入力部、処理部、および出力部の機能構成の第１の
例を示す概略的なブロック図である。
【図４】本開示の一実施形態における入力部、処理部、および出力部の機能構成の第２の
例を示す概略的なブロック図である。
【図５】本開示の一実施形態における位置情報補正の第１の段階について説明するための
図である。
【図６】本開示の一実施形態における位置情報補正の第２の段階について説明するための
図である。
【図７】本開示の一実施形態における位置情報補正の第３および第４の段階について説明
するための図である。
【図８】本開示の一実施形態における位置情報補正の効果について説明するための図であ
る。
【図９】本開示の一実施形態におけるモデル学習機能について説明するための図である。
【図１０】本開示の一実施形態におけるモデル学習機能について説明するための図である
。
【図１１】本開示の一実施形態における状態のモデルに基づく場所属性の推定について説
明するための図である。
【図１２】本開示の一実施形態における状態のモデルに基づく場所属性の推定について説
明するための図である。
【図１３】本開示の一実施形態における場所属性の利用の例について説明するための図で
ある。
【図１４】本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した行動認識結果の補正につ
いて説明するための図である。
【図１５】本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した情報の提示について説明
するための図である。
【図１６】本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した情報の提示について説明
するための図である。
【図１７】本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した情報の提示について説明
するための図である。
【図１８】本開示の一実施形態におけるマップの分割の第１の段階について説明するため
の図である。
【図１９】本開示の一実施形態におけるマップの分割の第２の段階について説明するため
の図である。
【図２０】本開示の一実施形態におけるマップの分割の第３の段階について説明するため
の図である。
【図２１】本開示の一実施形態におけるマップの分割の結果を示す図である。
【図２２】本開示の一実施形態における行動マップの分割の効果について説明するための
図である。
【図２３】本開示の一実施形態におけるエレベータに関連する行動の検出について説明す
るための図である。
【図２４】本開示の一実施形態においてエレベータに関連する行動を検出する処理の例を
示すフローチャートである。
【図２５】本開示の一実施形態における階段に関連する行動の検出について説明するため
の図である。
【図２６】本開示の一実施形態において階段に関連する行動を検出する処理の例を示フロ
ーチャートである。
【図２７】本開示の実施形態に係るシステム構成の第１の例を示すブロック図である。
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【図２８】本開示の実施形態に係るシステム構成の第２の例を示すブロック図である。
【図２９】本開示の実施形態に係るシステム構成の第３の例を示すブロック図である。
【図３０】本開示の実施形態に係るシステム構成の第４の例を示すブロック図である。
【図３１】本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．全体的な構成
　　１－１．入力部
　　１－２．処理部
　　１－３．出力部
　２．機能構成例
　　２－１．第１の例
　　２－２．第２の例
　３．位置情報補正機能
　４．モデル学習機能
　５．マップ生成機能
　６．位置情報と建物設備との関連付け処理機能
　７．システム構成
　８．ハードウェア構成
　９．補足
【００１４】
　（１．全体的な構成）
　図１は、本開示の一実施形態の全体的な構成の例を示すブロック図である。図１を参照
すると、システム１０は、入力部１００と、処理部２００と、出力部３００とを含む。入
力部１００、処理部２００、および出力部３００は、後述するシステム１０の構成例に示
されるように、１または複数の情報処理装置によって実現される。
【００１５】
　（１－１．入力部）
　入力部１００は、例えば、操作入力装置、センサ、または外部サービスから情報を取得
するソフトウェアなどを含み、ユーザ、周辺環境、または他のサービスから、さまざまな
情報の入力を受け付ける。
【００１６】
　操作入力装置は、例えば、ハードウェアボタン、キーボード、マウス、タッチパネル、
タッチセンサ、近接センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、温度センサなどを含み、ユ
ーザによる操作入力を受け付ける。また、操作入力装置は、ユーザのジェスチャまたは音
声によって表現される操作入力を受け付ける、カメラ（撮像素子）またはマイクロフォン
などを含んでもよい。
【００１７】
　なお、入力部１００には、操作入力装置によって取得される信号またはデータを操作コ
マンドに変換するプロセッサまたは処理回路が含まれてもよい。あるいは、入力部１００
は、操作入力装置が取得した信号またはデータを、操作コマンドに変換することなくイン
ターフェース１５０に出力してもよい。その場合、操作入力装置が取得した信号またはデ
ータは、例えば処理部２００で操作コマンドに変換される。
【００１８】



(6) JP 6311478 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　センサは、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、照度センサ、温度センサ、
または気圧センサなどを含み、装置にかかる加速度や角速度、方位、照度、温度、気圧な
どを検出する。上記の各種センサは、例えばセンサを含む装置がユーザによって携帯また
は装着されている場合に、各種情報をユーザに関する情報、例えばユーザの運動や向きな
どを示す情報として検出することができる。また、センサは、他にも、脈拍、発汗、脳波
、触覚、嗅覚、味覚など、ユーザの生体情報を検出するセンサを含んでもよい。入力部１
００には、これらのセンサによって検出された情報、および／または後述するカメラやマ
イクによって検出された画像または音声のデータを解析することによってユーザの感情を
示す情報を取得する処理回路が含まれてもよい。あるいは、上記の情報および／またはデ
ータは解析を経ずにインターフェース１５０に出力され、例えば処理部２００において解
析が実行されてもよい。
【００１９】
　さらに、センサは、カメラ、マイク、上述した各種センサなどにより、ユーザまたは装
置の近傍の画像または音声をデータとして取得してもよい。また、センサは、屋内または
屋外の位置を検出する位置検出手段を含んでもよい。位置検出手段は、具体的には、ＧＮ
ＳＳ（Global　Navigation　Satellite　System）受信機、および／または通信装置など
を含みうる。ＧＮＳＳは、例えばＧＰＳ（Global　Positioning　System）、ＧＬＯＮＡ
ＳＳ（Global　Navigation　Satellite　System）、ＢＤＳ（BeiDou　Navigation　Satel
lite　System）、ＱＺＳＳ（Quasi-Zenith　Satellites　System）、またはＧａｌｉｌｅ
ｏなどを含みうる。以下の説明では、例としてＧＰＳが利用される場合について説明する
が、同様に他のＧＮＳＳが利用されてもよい。通信装置は、例えばＷｉ－ｆｉ、ＭＩＭＯ
（Multi-Input　Multi-Output）、セルラー通信（例えば携帯基地局を使った位置検出、
フェムトセル）、または近距離無線通信（例えばＢＬＥ（Bluetooth　Low　Energy）、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））などの技術を利用して位置を検出する。
【００２０】
　上記のようなセンサがユーザの位置や状況（生体情報を含む）を検出する場合、センサ
を含む装置は、例えばユーザによって携帯または装着されている。あるいは、センサを含
む装置がユーザの生活環境に設置されているような場合にも、ユーザの位置や状況（生体
情報を含む）を検出することが可能でありうる。例えば、室内などに固定して設置された
カメラによって取得されたユーザの顔を含む画像を解析することによって、ユーザの脈拍
を検出することができる。
【００２１】
　なお、入力部１００には、センサによって取得される信号またはデータを所定の形式に
変換する（例えば、アナログ信号をデジタル信号に変換したり、画像または音声のデータ
をエンコードしたりする）プロセッサまたは処理回路が含まれてもよい。あるいは、入力
部１００は、取得された信号またはデータを、所定の形式に変換することなくインターフ
ェース１５０に出力してもよい。その場合、センサが取得した信号またはデータは、処理
部２００で操作コマンドに変換される。
【００２２】
　外部サービスから情報を取得するソフトウェアは、例えば、外部サービスのＡＰＩ（Ap
plication　Program　Interface）を利用して、外部サービスによって提供される各種の
情報を取得する。ソフトウェアは、例えば外部サービスのサーバから情報を取得してもよ
いし、クライアント装置で実行されているサービスのアプリケーションソフトウェアから
情報を取得してもよい。ソフトウェアによって、例えば、ユーザまたは他のユーザがソー
シャルメディアなどの外部サービスに投稿したテキストや画像などの情報が取得されうる
。取得される情報は、必ずしもユーザまたは他のユーザによって意図的に投稿されたもの
でなくてもよく、例えばユーザまたは他のユーザが実行した操作のログなどであってもよ
い。また、取得される情報は、ユーザまたは他のユーザの個人的な情報には限らず、例え
ばニュース、天気予報、交通情報、ＰＯＩ（Point　Of　Interest）、または広告などの
ように、不特定多数のユーザに向けて配信される情報であってもよい。
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【００２３】
　また、外部サービスから取得される情報には、上述した各種センサによって取得された
情報、例えば加速度、角速度、方位、照度、温度、気圧、脈拍、発汗、脳波、触覚、嗅覚
、味覚、その他の生体情報、感情、位置情報などが、外部サービスと連携する他のシステ
ムに含まれるセンサによって検出され、外部サービスに投稿されることによって生成され
た情報が含まれてもよい。
【００２４】
　インターフェース１５０は、入力部１００と処理部２００との間のインターフェースで
ある。例えば、入力部１００と処理部２００とが別個の装置で実現される場合、インター
フェース１５０は、有線または無線の通信インターフェースを含みうる。また、インター
ネットが入力部１００と処理部２００の間に介在することもありうる。より具体的には、
有線または無線の通信インターフェースは、３Ｇ／ＬＴＥなどのセルラー通信、Ｗｉ－Ｆ
ｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＮＦＣ（Near　Field　Communication）、イーサ
ネット（登録商標）、ＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition　Multimedia　Interface
）、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）などを含みうる。また、入力部１００と処理部２
００の少なくとも一部とが同一の装置で実現される場合、インターフェース１５０は、装
置内のバスや、プログラムモジュール内でのデータ参照などを含みうる（以下、これらを
装置内のインターフェースともいう）。また、入力部１００が複数の装置に分散して実現
される場合、インターフェース１５０は、それぞれの装置のための異なる種類のインター
フェースを含みうる。例えば、インターフェース１５０は、通信インターフェースと装置
内のインターフェースとの両方を含んでもよい。
【００２５】
　（１－２．処理部）
　処理部２００は、入力部１００によって取得された情報に基づいてさまざまな処理を実
行する。より具体的には、例えば、処理部２００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Uni
t）、ＤＳＰ（Digital　Signal　Processor）、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Inte
grated　Circuit）、またはＦＰＧＡ（Field-Programmable　Gate　Array）などのプロセ
ッサまたは処理回路を含む。また、処理部２００は、プロセッサまたは処理回路において
実行されるプログラム、および処理において読み書きされるデータを一時的または永続的
に格納するメモリまたはストレージ装置を含んでもよい。
【００２６】
　なお、処理部２００は、単一の装置内の単一のプロセッサまたは処理回路によって実現
されてもよいし、複数の装置、または同一の装置内の複数のプロセッサもしくは処理回路
に分散して実現されてもよい。処理部２００が分散して実現される場合、図２Ａおよび図
２Ｂに示す例のように、処理部２００の分割された部分の間にはインターフェース２５０
が介在する。インターフェース２５０は、上記のインターフェース１５０と同様に、通信
インターフェース、または装置内のインターフェースを含みうる。なお、後述する処理部
２００の詳細な説明では、処理部２００を構成する個々の機能ブロックを例示するが、イ
ンターフェース２５０は、任意の機能ブロックの間に介在しうる。つまり、処理部２００
が複数の装置、または複数のプロセッサもしくは処理回路に分散して実現される場合、機
能ブロックをどのように各装置、各プロセッサまたは各処理回路に振り分けるかは、別途
の記載がない限り任意である。
【００２７】
　（１－３．出力部）
　出力部３００は、処理部２００から提供された情報を、ユーザ（入力部１００のユーザ
と同じユーザであってもよいし、異なるユーザであってもよい）、外部装置、または他の
サービスに出力する。例えば、出力部３００は、出力装置、制御装置、または外部サービ
スに情報を提供するソフトウェアなどを含みうる。
【００２８】
　出力装置は、処理部２００から提供された情報を、ユーザ（入力部１００のユーザと同
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じユーザであってもよいし、異なるユーザであってもよい）の視覚や聴覚、触覚、嗅覚、
味覚などの感覚によって知覚される形式で出力する。例えば、出力装置はディスプレイで
あり、情報を画像によって出力する。なお、ディスプレイは、ＬＣＤ（Liquid　Crystal
　Display）や有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイなどの反射型または自発
光型のディスプレイには限らず、ウェアラブル装置などで用いられるような、ユーザの眼
に画像表示光を導光する導光部材と光源との組み合わせをも含む。また、出力装置はスピ
ーカを含み、情報を音声によって出力してもよい。その他にも、出力装置は、プロジェク
タやバイブレータなどを含んでもよい。
【００２９】
　制御装置は、処理部２００から提供された情報に基づいて装置を制御する。制御される
装置は、出力部３００を実現する装置に含まれてもよいし、外部装置であってもよい。よ
り具体的には、例えば、制御装置は制御コマンドを生成するプロセッサまたは処理回路を
含む。外部装置が制御される場合、出力部３００は、さらに、制御コマンドを外部装置に
送信する通信装置を含みうる。制御装置は、例えば、処理部２００から提供された情報を
印刷物として出力するプリンタを制御する。制御装置は、処理部２００から提供された情
報の、ストレージ装置またはリムーバブル記録媒体への書き込みを制御するドライバを含
んでもよい。あるいは、制御装置は、処理部２００から提供された情報を出力または記録
する装置以外の装置を制御してもよい。例えば、制御装置は、照明装置を制御して照明を
点灯させたり、テレビを制御して画像を消したり、オーディオ装置を制御して音量を調節
したり、ロボットを制御してその動き等を制御したりしてもよい。
【００３０】
　外部サービスに情報を提供するソフトウェアは、例えば、外部サービスのＡＰＩを利用
して、処理部２００から提供された情報を外部サービスに提供する。ソフトウェアは、例
えば外部サービスのサーバに情報を提供してもよいし、クライアント装置で実行されてい
るサービスのアプリケーションソフトウェアに情報を提供してもよい。提供される情報は
、必ずしもすぐに外部サービスに反映されるものでなくてよく、例えばユーザが外部サー
ビスに投稿または送信するための候補として提供されてもよい。より具体的には、例えば
、ソフトウェアは、クライアント装置で実行されているブラウザソフトウェアにおいて、
ユーザが入力する検索キーワードやＵＲＬ（Uniform　Resource　Locator）の候補として
用いられるテキストを提供してもよい。また、例えば、ソフトウェアは、ユーザに代わっ
て、ソーシャルメディアなどの外部サービスに、テキスト、画像、動画、音声などを投稿
してもよい。
【００３１】
　インターフェース３５０は、処理部２００と出力部３００との間のインターフェースで
ある。例えば、処理部２００と出力部３００とが別個の装置で実現される場合、インター
フェース３５０は、有線または無線の通信インターフェースを含みうる。また、処理部２
００の少なくとも一部と出力部３００とが同一の装置で実現される場合、インターフェー
ス３５０は、上述した装置内のインターフェースを含みうる。また、出力部３００が複数
の装置に分散して実現される場合、インターフェース３５０は、それぞれの装置のための
異なる種類のインターフェースを含みうる。例えば、インターフェース３５０は、通信イ
ンターフェースと装置内のインターフェースとの両方を含んでもよい。
【００３２】
　（２．機能構成例）
　（２－１．第１の例）
　図３は、本開示の一実施形態における入力部、処理部、および出力部の機能構成の第１
の例を示す概略的なブロック図である。以下、図３を参照して、本実施形態に係るシステ
ム１０に含まれる入力部１００、処理部２００、および出力部３００の第１の機能構成例
について説明する。
【００３３】
　入力部１００は、加速度センサ１０１と、ジャイロセンサ１０３と、地磁気センサ１０
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５と、気圧センサ１０７と、操作入力装置１０９とを含みうる。加速度センサ１０１、ジ
ャイロセンサ１０３、地磁気センサ１０５、および気圧センサ１０７は、例えば、ユーザ
によって携帯または装着される端末装置に搭載される。これらのセンサによって、ユーザ
にかかる加速度または角速度や、ユーザの向きの変化、ユーザの周辺の気圧を検出するこ
とができる。入力部１００には、後述する自律測位や行動認識に利用可能なセンサデータ
を提供する他のセンサが含まれてもよい。操作入力装置１０９は、上記の各センサと同じ
端末装置、またはこれとは異なる端末装置に搭載される。操作入力装置１０９は、例えば
、後述する位置情報および行動認識情報に基づく情報生成に関するユーザの指示を示す操
作入力を取得する。上述の通り、入力部１００は、これらのセンサおよび操作入力装置に
よって取得されたデータを変換または解析するためのプロセッサまたは処理回路をさらに
含んでもよい。
【００３４】
　処理部２００は、自律測位部２０１と、行動認識部２０３と、統合解析部２０５と、情
報生成部２０７とを含みうる。これらの機能構成は、例えば端末装置と通信するサーバの
プロセッサまたは処理回路によって実現される。また、これらの機能構成のうちの一部は
、入力部１００に含まれるセンサまたは操作入力装置と同じ端末装置のプロセッサまたは
処理回路によって実現されてもよい。なお、そのような構成の具体的な例については後述
する。以下、それぞれの機能構成について、さらに説明する。
【００３５】
　自律測位部２０１は、加速度センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、および地磁気セン
サ１０５（以下、これらのセンサを総称してモーションセンサともいう）、ならびに気圧
センサ１０７の検出値に基づく自律測位を実施することによって相対的な位置情報を取得
する。この位置情報は、センサが搭載された端末を携帯または装着しているユーザの位置
情報でありうる。センサの検出値が時間的に連続して提供される場合、自律測位部２０１
は位置情報の系列を取得する。なお、自律測位の手法については既によく知られているた
め、詳細な説明は省略する。本実施形態において、自律測位部２０１は、公知の自律測位
技術の任意の構成を採用することが可能である。自律測位部２０１によって取得される位
置情報は、例えばセンサの検出値の誤差範囲などに対応する信頼度の情報を含んでもよい
。
【００３６】
　行動認識部２０３は、加速度センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、および地磁気セン
サ１０５（モーションセンサ）、ならびに気圧センサ１０７の検出値に基づく行動認識を
実施することによって行動認識情報を取得する。行動認識によって、例えば、滞在、徒歩
、走り、ジャンプ、階段、エレベータ、エスカレータ、自転車、バス、列車、自動車、船
、または飛行機といったユーザの行動の種類が認識される。なお、行動認識の手法につい
ては、例えば特開２０１２－８７７１号公報など多くの文献に記載されているため、詳細
な説明は省略する。本実施形態において、行動認識部２０３は、公知の行動認識技術の任
意の構成を採用することが可能である。行動認識情報は、例えばセンサの検出値の誤差範
囲や行動の種類について算出されるスコアなどに対応する信頼度の情報を含んでもよい。
【００３７】
　ここで、本実施形態において自律測位部２０１および行動認識部２０３は、いずれも、
モーションセンサを含むセンサの検出値を解析することによって、位置情報および行動認
識情報をそれぞれ取得する。位置情報と行動認識情報とは、例えば元のセンサの検出値の
タイムスタンプに基づいて、互いに関連付けられる。以下、互いに関連付けられた位置情
報およびユーザの行動認識情報を含む情報を、ユーザの行動ログともいう。図３に示され
た第１の例では、自律測位部２０１および行動認識部２０３によって、行動ログ取得機能
が実現されている。他の例で、自律測位部２０１または行動認識部２０３の少なくともい
ずれかと、統合解析部２０５とが異なる装置において実現される場合には、統合解析部２
０５を実現する装置において位置情報または行動認識情報の少なくともいずれかを受信す
る通信装置によって行動ログ取得機能が実現されてもよい。
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【００３８】
　統合解析部２０５は、行動ログに含まれる位置情報と行動認識情報とを統合的に解析す
る。より具体的には、例えば、統合解析部２０５は、行動認識情報に基づいて位置情報の
系列に含まれる基準位置を特定し、該基準位置を基準にして複数の行動ログに含まれる位
置情報の系列を補正する位置情報補正機能、または、位置情報および行動認識情報に基づ
いて、位置情報によって示される位置におけるユーザの行動のモデルを学習するモデル学
習機能のいずれかまたは両方を実現する。また、統合解析部２０５は、位置情報および行
動認識情報に基づいて、行動認識情報に基づく情報を配置するためのマップを生成するマ
ップ生成機能を実現してもよい。なお、これらの機能の詳細については後述する。
【００３９】
　情報生成部２０７は、統合解析部２０５から提供される情報に基づいて、出力部３００
からユーザに出力するための情報を生成する。より具体的には、例えば、情報生成部２０
７は、統合解析部２０５によって実現されるモデル学習機能によって学習されたモデルに
基づく情報を生成する。また、情報生成部２０７は、位置情報に基づいて生成されたマッ
プ上に、行動認識情報に基づく情報を配置した情報を生成してもよい。情報生成部２０７
によって生成された情報は、インターフェース３５０を介して出力部３００において出力
されうる。なお、情報生成部２０７によって生成される情報のより具体的な例については
後述する。
【００４０】
　出力部３００は、ディスプレイ３０１と、スピーカ３０３と、バイブレータ３０５とを
含みうる。ディスプレイ３０１、スピーカ３０３、およびバイブレータ３０５は、例えば
、ユーザによって携帯または装着される端末装置に搭載される。ディスプレイ３０１は情
報を画像として出力し、スピーカ３０３は情報を音声として出力し、バイブレータ３０５
は情報を振動として出力する。出力される情報は、情報生成部２０７によって生成された
情報を含みうる。ディスプレイ３０１、スピーカ３０３、またはバイブレータ３０５は、
入力部１００のセンサと同じ端末装置に搭載されてもよい。また、ディスプレイ３０１、
スピーカ３０３、またはバイブレータ３０５は、入力部１００の操作入力装置１０９と同
じ端末装置に搭載されてもよい。あるいは、ディスプレイ３０１、スピーカ３０３、また
はバイブレータ３０５は、入力部１００の構成要素とは異なる端末装置に搭載されてもよ
い。なお、入力部１００、処理部２００、および出力部３００を実現する端末装置および
サーバのより具体的な構成例については後述する。
【００４１】
　（２－２．第２の例）
　図４は、本開示の一実施形態における入力部、処理部、および出力部の機能構成の第２
の例を示す概略的なブロック図である。以下、図４を参照して、本実施形態に係るシステ
ム１０に含まれる入力部１００、処理部２００、および出力部３００の第２の機能構成例
について説明する。なお、出力部３００の構成については、上記の第１の例と同様である
ため、重複した説明は省略する。
【００４２】
　入力部１００は、ＧＰＳ受信機１１１と、加速度センサ１０１と、ジャイロセンサ１０
３と、地磁気センサ１０５と、気圧センサ１０７と、操作入力装置１０９とを含みうる。
上記の第１の例との違いとして、第２の例では、入力部１００が、センサおよび操作入力
装置に加えてＧＰＳ受信機１１１を含みうる。従って、入力部１００では、ＧＰＳを利用
した測位を実施し、絶対的な位置情報を取得することが可能である。それ以外の部分につ
いては、上記の第１の例と同様であるため、重複した説明は省略する。
【００４３】
　処理部２００は、位置情報取得部２１１と、行動認識部２０３と、統合解析部２０５と
、情報生成部２０７とを含みうる。上記の第１の例との違いとして、第２の例では、処理
部２００が、自律測位部２０１に代えて位置情報取得部２１１を含む。位置情報取得部２
１１は、入力部１００に含まれるＧＰＳ受信機１１１から、インターフェース１５０を介
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して送信される位置情報を受信する。つまり、図４に示された第２の例では、位置情報取
得部２１１および行動認識部２０３によって、行動ログ取得機能が実現されている。位置
情報取得部２１１によって取得される、ＧＰＳによって取得された位置情報の信頼度が十
分に高いような場合、統合解析部２０５は、必ずしも位置情報補正機能を実現しなくても
よい。
【００４４】
　なお、上記の第１の例と第２の例とは、重畳的に採用されうる。つまり、入力部１００
は、センサおよび操作入力装置に加えてＧＰＳ受信機１１１を含み、処理部２００は、自
律測位部２０１と位置情報取得部２１１との両方を含んでもよい。この場合、ＧＰＳ受信
機１１１による測位が可能な場合には第２の例が採用されうる。つまり、位置情報取得部
２１１がＧＰＳ受信機１１１から送信される位置情報を受信し、統合解析部２０５が位置
情報補正機能を実現しない。一方、上記の場合、ＧＰＳ受信機１１１による測位が困難な
場合には第１の例が採用されうる。つまり、自律測位部２０１がセンサの検出値に基づく
自律測位を実施し、統合解析部２０５が位置情報補正機能を実現する。
 
【００４５】
　（３．位置情報補正機能）
　次に、本実施形態において実現されうる位置情報補正機能について、さらに説明する。
上記のように、位置情報補正機能は、処理部２００に含まれる統合解析部２０５において
実現されうる。
【００４６】
　図５は、本開示の一実施形態における位置情報補正の第１の段階について説明するため
の図である。図５には、自律測位部２０１が取得する相対的な位置情報の系列によって構
成されるユーザの移動軌跡Ｔが示されている。まず、統合解析部２０５は、位置情報に関
連付けられたユーザの行動認識情報などに基づいて、位置情報の系列に含まれる基準位置
を特定する。図示された例において、統合解析部２０５は、移動軌跡Ｔ上の基準位置Ｐ１
～Ｐ４を特定している。基準位置Ｐ１，Ｐ４は、移動軌跡Ｔによって示される位置情報の
系列の始点および終点である。また、基準位置Ｐ２，Ｐ３は、後述するように、位置情報
の系列の分割点である。
【００４７】
　基準位置Ｐ１，Ｐ４は、行動認識情報によって、建物設備に関連する行動が発生したこ
とが示される位置である。建物設備は、例えば、階段、エレベータ、またはエスカレータ
のような昇降設備、またはドアのようなゲートウェイ設備を含みうる。図示された例では
、基準位置Ｐ１において、「エレベータへの乗降」が発生したことが、行動認識情報によ
って示されている。また、基準位置Ｐ４において、「階段の昇降」が発生したことが、行
動認識情報によって示されている。このような行動認識情報は、例えば、行動認識部２０
３が、入力部１００に含まれる加速度センサ１０１や気圧センサ１０７などの検出値を解
析することによって取得されうる。
【００４８】
　基準位置Ｐ２は、センサを搭載した端末装置が、別途搭載している通信装置によってビ
ーコンＢとの通信に成功した位置である。端末装置は、ビーコンＢとの間で、例えばＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの近距離無線通信を実行する。端末装置は、通信が成功
したことを示す情報を、タイムスタンプとともに、処理部２００を実現する装置（例えば
サーバ）に送信する。この場合、統合解析部２０５は、タイムスタンプを用いて、端末装
置とビーコンＢとの通信結果を位置情報に対応付けることができる。ここで、ビーコンＢ
は、例えば建物のフロアなどにおける固定設備であるため、ビーコンＢ自体の位置情報が
知られていなくても、ビーコンＢとの通信に成功した端末装置は、同じ、または近接した
位置にある可能性が高い。同様の理由で、統合解析部２０５は、センサを搭載した端末装
置が、ＧＰＳなどによる絶対的な位置情報を取得することに成功した位置を、基準位置と
して特定してもよい。この場合も、共通の絶対的な位置情報を取得した端末装置は、同じ
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、または近接した位置にある可能性が高い。
【００４９】
　基準位置Ｐ３は、位置情報によって、ユーザの所定時間以上の滞在が示される位置であ
る。このように、統合解析部２０５は、位置情報の系列に現れる特異点を、基準位置とし
て特定してもよい。特異点として、他には、ユーザの進行方向や移動速度が顕著に転換す
る点などがありうる。なお、同様の特異点は、位置情報の系列ではなく、行動認識情報に
基づいて特定されてもよい。また、統合解析部２０５は、位置情報の系列と行動認識情報
を組み合わせて解析することによって、特異点を特定してもよい。
【００５０】
　図６は、本開示の一実施形態における位置情報補正の第２の段階について説明するため
の図である。図６には、基準位置Ｐ１～Ｐ４を基準にしてユーザの移動軌跡Ｔを分割する
区間Ｓ１～Ｓ３が示されている。本実施形態において、統合解析部２０５は、基準位置を
基準にして位置情報の系列を複数の区間に分割し、該分割された位置情報の系列を複数の
行動ログの間で平均化することによって、位置情報の系列を補正する。
【００５１】
　図７は、本開示の一実施形態における位置情報補正の第３および第４の段階について説
明するための図である。自律測位部２０１および行動認識部２０３によって取得される行
動ログが、異なるユーザによって提供された、または異なる時刻に提供された（同じユー
ザによって提供されてもよい）複数の行動ログを含む場合、統合解析部２０５は、複数の
行動ログのそれぞれについて上記の第１および第２の段階の処理を実施する。これによっ
て、基準位置を基準にして複数の区間に分割された位置情報の系列（以下、セグメントと
もいう）が多数生成される。
【００５２】
　ここで、第３の段階として、統合解析部２０５は、セグメント（分割された位置情報の
系列）をクラスタリングする。このクラスタリングによって、その特徴が互いに類似する
セグメントが同じクラスタに分類される。セグメントの特徴は、例えば、区間の前後の基
準位置に対応する行動の種類（行動認識情報によって示される）、区間の前後の基準位置
の位置情報、またはセグメントに含まれる位置情報の系列によって示される移動距離もし
くは移動時間を含む。例えば、図５および図６に示された移動軌跡Ｔの例において、他の
ユーザの行動ログに含まれる位置情報の系列も基準位置Ｐ１から基準Ｐ２までの区間に分
割される場合、この区間に対応するセグメントは、移動軌跡Ｔが分割された区間Ｓ１に対
応するセグメントと同じクラスタに分類される可能性がある。ただし、位置情報の系列に
よって示される移動距離または移動時間が大きく異なる場合には、これらのセグメントは
同じクラスタに分類されなくてもよい。特徴が互いに類似するセグメントを同じクラスタ
に分類し、同じクラスタに分類されたセグメントについて後述する平均化を実施すること
によって、実際には異なる位置における移動を示すセグメントが誤って平均化されたり、
ユーザの不規則な動きを含むセグメントが平均化に用いられることによって平均化の結果
にノイズが混入したりすることを防止できる。
【００５３】
　続いて、図７に示されているように、統合解析部２０５は、同じクラスタに分類された
セグメントの間で、位置情報系列の平均化を実施する。図示された例では、３つの異なる
行動ログにそれぞれ含まれるセグメントに対応する移動軌跡の部分Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３が、
中央座標系列Ｔ＿ＡＶＥに近づくように、並進移動、回転移動、拡大または縮小されてい
る。このような操作によって、例えば、各セグメントに対応する位置情報の系列の始点に
おける速度や向きの初期値における誤差や、センサの感度の差によって生じる誤差の累積
を補正することができる。中央座標系列Ｔ＿ＡＶＥは、例えば、複数の行動ログにそれぞ
れ含まれる位置情報の系列によって示される座標を位置ごとに相加平均することによって
算出される。このとき、それぞれの系列によって示される座標は、位置情報の信頼度に応
じて重みづけして相加平均されてもよい。この場合、信頼度がより高い位置情報によって
示される座標が、中央座標系列Ｔ＿ＡＶＥにより大きく影響する。
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【００５４】
　図８は、本開示の一実施形態における位置情報補正の効果について説明するための図で
ある。図示された例では、自律測位によって得られるユーザの位置情報の系列によって示
される移動軌跡Ｔ’が、移動軌跡Ｔへと補正されている。移動軌跡Ｔ’を構成する位置情
報の系列は、自律測位によって相対的に求められるため、始点での速度や向きの設定値が
適切でなかったり、センサの検出値に含まれる誤差が累積したりすることによって、実際
の位置から乖離する可能性がある。図示された例では、始点におけるユーザの向きの設定
値が適切でなかったことによって、移動軌跡Ｔ’が、始点を中心にして回転するような形
で本来の移動軌跡から乖離している。
【００５５】
　このような自律測位結果における誤差を補正するためには、例えば、ＧＰＳなどによる
絶対的な測位を２点以上で実施し、それらの点を基準にして位置情報の系列を補正する方
法が考えられる。しかしながら、例えばＧＰＳなどによる絶対的な測位を利用困難な屋内
などの環境では、そのような方法を採用することは容易ではない。そこで、本実施形態で
は、位置情報の系列を補正するための基準位置を、位置情報に関連付けて取得される行動
認識情報に基づいて特定する。行動認識情報は、例えばユーザがセンサを搭載した端末装
置を携帯または装着している限りにおいて、屋内でも屋外でも取得できるため、位置情報
の系列に含まれる位置の中から、任意の数の基準位置を特定することができる。
【００５６】
　ここで、例えば、基準位置を２点だけ特定した場合、その間の位置情報の系列について
、複数の行動ログの間での平均化による補正を実施することも可能である。しかしながら
、例えば位置情報の系列が、比較的広い領域での位置情報を含む場合、位置情報の系列に
よって構成される軌跡の形状が複雑になり、例えば単純な並進移動、回転移動、拡大また
は縮小などによって位置情報の系列を補正することが困難である。それゆえ、本実施形態
では、基準位置を位置情報系列の始点、終点、および分割点とし、基準位置を基準にして
複数の区間に分割された位置情報の系列のそれぞれについて平均化を実施する。これによ
って、例えば、図７に示した例のように補正対象の移動軌跡の形状が単純になり、平均的
な移動軌跡の算出や、並進移動、回転移動、拡大または縮小による補正が容易になる。
 
【００５７】
　また、複数の行動ログにそれぞれ含まれる位置情報の系列の中には、同じコースでの規
則的な移動によって生成された系列だけが含まれるとは限らない。例えば、部分的に同じ
コースでも途中から別のコースになったり（例えば、異なるユーザがオフィスに入ってか
らそれぞれのデスクに向かった場合など）、ユーザの不規則な動きが含まれたり（例えば
、ユーザが不意に立ち止まったり、寄り道をした場合など）する可能性がある。このよう
な場合に生成される位置情報の系列が平均化に用いられると、規則的な移動によって生成
された系列に対するノイズになってしまい、位置情報が正しく補正されない可能性がある
。それゆえ、本実施形態では、基準位置を基準にして位置情報の系列を複数の区間に分割
し、分割された位置情報の系列の特徴が互いに類似する場合に、それらの位置情報の系列
の間で平均化を実施する。
【００５８】
　（４．モデル学習機能）
　次に、本実施形態において実現されうるモデル学習機能について、さらに説明する。上
記のように、モデル学習機能は、処理部２００に含まれる統合解析部２０５において実現
されうる。
【００５９】
　図９および図１０は、本開示の一実施形態におけるモデル学習機能について説明するた
めの図である。図９には、位置情報および行動認識情報によって定義されるユーザの状態
ＳＴが示されている。統合解析部２０５によって学習されるユーザの行動のモデルは、例
えば、図示された例のように、状態ＳＴと、状態ＳＴにおける位置の観測確率および行動
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の観測確率と、状態間の遷移確率とによって定義される確率モデルであってもよい。状態
ＳＴとユーザの位置情報との関連性を示すために、図９には、ユーザの移動軌跡Ｔも示さ
れている。
【００６０】
　なお、本実施形態において、モデル学習機能は、上記の位置情報補正機能とは独立して
実現されうる。つまり、図９において移動軌跡Ｔによって示されているようなユーザの位
置情報は、例えば上記の機能構成の第１の例において自律測位部２０１が取得する位置情
報が、統合解析部２０５が実現する位置情報補正機能によって補正されることによって提
供されてもよい。また、ユーザの位置情報は、自律測位部２０１が取得する位置情報が、
上記の位置情報補正機能とは異なる方法によって補正されることによって提供されてもよ
く、自律測位部２０１が取得した位置情報そのものであってもよい。あるいは、ユーザの
位置情報は、上記の機能構成の第２の例において位置情報取得部２１１が取得する、ＧＰ
Ｓによる位置情報であってもよい。
【００６１】
　本実施形態では、行動のモデル学習のために、例えばＨＭＭ（Hidden　Markov　Model
）のような確率モデルが利用される。ＨＭＭは、状態、観測確率、および遷移確率からな
るモデルである。観測確率は、それぞれの状態について、座標（位置）がどのあたりであ
り、どのような行動が発生しているかを、確率として表現する。遷移確率は、ある状態が
別の状態に遷移する、または自己遷移する確率を示す。統合解析部２０５は、異なるユー
ザによって提供された、または異なる時刻に提供された（同じユーザによって提供されて
もよい）複数の行動ログに含まれる、位置情報と該位置情報に関連付けられた行動認識情
報との組に基づいて状態を定義する。状態は位置情報のみによって定義されるわけではな
いため、重複した位置に複数の異なる状態が定義されることがありうる。
【００６２】
　図１０には、図９において破線で囲んだ部分にある３つの状態ＳＴ１～ＳＴ３を抽出し
たものが図示されている。図１０では、状態ＳＴ３について、観測確率ＰＯＢは、座標（
緯度および経度）のそれぞれの平均および標準偏差（σ）、および行動認識結果の観測確
率を含む。なお、観測確率ＰＯＢには、図示された例の項目以外にも、時刻、曜日、季節
、施設、またはユーザ属性などのような付帯的な属性の観測確率が含まれてもよい。つま
り、本実施形態において、確率モデルは、さらに、各状態における付帯的な属性の観測確
率によって定義されてもよい。一方、図１０では、状態ＳＴ２について、遷移確率ＰＴが
、状態ＳＴ１へ２２％、状態ＳＴ３へ２７％、図示しない下方の状態へ２４％、自己遷移
確率ＰＳＴが２７％であることが示されている。
【００６３】
　図１１および図１２は、本開示の一実施形態における状態のモデルに基づく場所属性の
推定について説明するための図である。本実施形態において、処理部２００に含まれる情
報生成部２０７は、統合解析部２０５が学習したモデルに基づく情報を生成しうる。例え
ば、情報生成部２０７は、行動ログに含まれる位置情報によって示される位置の場所属性
を示す情報を生成する。
【００６４】
　図１１には、上記の図９に示された状態ＳＴが、通路の場所属性に対応する状態ＳＴ＿
Ｐと、エレベータの場所属性に対応する状態ＳＴ＿Ｅとに分類された状態が示されている
。例えば、上記で図９および図１０を参照して説明したような行動のモデル学習の処理に
よって、状態ＳＴと、状態ＳＴにおける位置および行動の観測確率と、状態ＳＴ間の遷移
確率とが定義されている。ここで、状態ＳＴの観測確率および遷移確率から抽出される特
徴を入力として、識別関数を用いて各場所属性のスコアを算出した結果、図示された例の
状態ＳＴは、通路の場所属性に対応する状態ＳＴ＿Ｐと、エレベータの場所属性に対応す
る状態ＳＴ＿Ｅとに分類されている。なお、状態ＳＴの特徴は、例えば、行動の観測確率
や、遷移先の状態における行動の観測確率、遷移確率のエントロピー、状態ＳＴに該当し
たユーザの数（１日あたりのユーザ数、ユニークなユーザ数、延べユーザ数、など）など
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を含みうる。
【００６５】
　図１２には、識別関数を用いた各場所属性のスコア算出の例が示されている。例えば、
ある範囲で定義された状態ＳＴについて、それぞれの状態の対応する場所属性ラベルＰＬ
１～ＰＬ３が所与である場合、これらの状態および場所属性ラベルに基づいてＳＶＭ（Su
pport　Vector　Machine）やＡｄａＢｏｏｓｔといった手法を用いた機械学習を実施する
ことで、それぞれの場所属性についての識別関数Ｃ（ｘ）を定義することができる。より
具体的には、ある状態ＳＴの特徴量ｘを入力した場合に、当該状態ＳＴに対して所与の場
所属性ラベルＰＬのスコアが最も高くなるように、学習によって識別関数Ｃ（ｘ）を生成
する。図示された例では、場所属性ラベル「エレベータ」を識別するための識別関数Ｃel

evator（ｘ）や、場所属性ラベル「通路」を識別するための識別関数Ｃpathway（ｘ）な
どが例示されている。
【００６６】
　図１３は、本開示の一実施形態における場所属性の利用の例について説明するための図
である。図１３に示された例では、建物のフロアにおいて、会議室、デスク、および通路
の場所属性が推定されている。このような状況において、例えば、デスクから会議室に向
かう移動軌跡Ｔを伴うユーザの行動が検出された場合、ユーザがデスクで仕事をしている
状態から、会議に参加するために会議室に移動したという行動を推定することができる。
情報生成部２０７は、このように、位置情報および位置情報に関連付けられた行動認識情
報を含む行動ログと、行動ログに基づくユーザの行動のモデル学習の結果として推定され
る場所属性とに基づいて認識される行動を示す情報を生成してもよい。上記の例において
、行動認識部２０３は、センサの検出値を利用した行動認識を実施するが、この場合に、
仕事中、買い物中、食事中といったようなユーザの高次の行動を高い精度で認識すること
は困難である。そこで、上記のようなユーザの行動のモデル学習および場所属性の推定の
結果を組み合わせてさらなる行動認識を実施することによって、ユーザの高次の行動を高
い精度で認識することが可能になる。
【００６７】
　また、他の例において、情報生成部２０７は、モデルにおける位置の観測確率および行
動の観測確率に基づいて算出される位置ごとの行動のスコアに基づく情報を生成してもよ
い。このスコアは、例えば、それぞれの状態における行動の観測確率を、位置の平均およ
び分散に応じて足し合わせることによって算出される。例えば、情報生成部２０７は、ス
コアに基づいて特定される、位置を代表する行動を示す情報を生成してもよい。位置を代
表する行動は、最も高いスコアを有する行動でありうる。また、例えば、情報生成部２０
７は、スコアに基づく位置における行動の度数分布を示す情報を生成してもよい。度数分
布は、それぞれの行動のスコアに応じて生成されうる。
【００６８】
　図１４は、本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した行動認識結果の補正に
ついて説明するための図である。図１４に示された例では、行動ログに含まれる行動認識
情報が、ユーザの移動手段（列車、バス、自動車）を示す情報を含む。また、行動ログに
含まれる位置情報が移動軌跡Ｔを示している。また、過去に取得された行動ログに基づい
て、それぞれの移動手段（列車、バス、自動車）の観測確率を含むモデルが学習されてい
る。この場合、モデルにおける位置および行動の観測確率に基づいて、位置ごとの移動手
段（列車、バス、自動車）のスコアを算出することができる。このスコアを、各状態にお
ける位置の観測確率に基づいてマップ上に表現することによって、それぞれの位置におい
て認識された移動手段（列車、バス、自動車）の傾向を示すマップを生成することができ
る。
【００６９】
　図示された例では、それぞれの移動手段のスコアが高い領域が、それぞれＲ＿ｔｒａｉ
ｎ、Ｒ＿Ｂｕｓ、Ｒ＿Ｃａｒとして示されている。なお、それぞれの領域は、印刷の都合
上均一なハッチングで表現されているが、実際には領域内で位置ごとにスコアの高低が表
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現されうる。つまり、領域Ｒ＿ｔｒａｉｎ、Ｒ＿Ｂｕｓ、Ｒ＿Ｃａｒの中には、それぞれ
の移動手段のスコアがより高い領域とそうではない領域とが含まれうる。また、位置ごと
に複数の移動手段のスコアが表現されていてもよい。
【００７０】
　ここで、例えば、ユーザの移動軌跡Ｔが主に自動車のスコアが高い領域Ｒ＿Ｃａｒを通
過しているにもかかわらず、移動軌跡Ｔに関連付けられた行動認識情報は移動手段が列車
であることを示している場合、情報生成部２０７は、行動認識結果を列車から自動車に補
正してもよい。このような処理は、例えば、マップ上で線路や道路の領域が予め与えられ
る場合にも可能であるが、そのような情報をマップの全体について取得し、さらに随時更
新することは容易ではない。本実施形態では、上記のような状態のモデル学習によって、
位置ごとに認識される行動の傾向を示すマップを生成することができるため、容易に位置
情報に基づいた行動認識結果の補正を実施することができる。
【００７１】
　より具体的な行動認識結果の補正の方法として、例えば、情報生成部２０７は、行動認
識部２０３が取得する行動認識情報によって示される行動のスコアと、統合解析部２０５
が学習した確率モデルによって示される行動のスコアとを重みづけして足し合わせること
によって算出されるスコアに基づいて認識される行動を示す情報を生成してもよい。例え
ば、図１４に示された例において、行動認識情報によって示される行動のスコアが、「列
車＝０．５，自動車＝０．２５」であり、確率モデルによって示される行動のスコア（マ
ップ上の移動軌跡Ｔ上の位置に対応するスコア）が「列車＝０．２５，自動車＝０．７５
」であり、それぞれのスコアに０．５ずつの重みづけをして足し合わせる場合、列車のス
コアは、０．５×０．５＋０．２５×０．５＝０．３７５になる。また、自動車のスコア
は、０．２５×０．５＋０．７５×０．５＝０．５になる。従って、行動認識結果は、列
車から自動車に補正される。
【００７２】
　図１５～図１７は、本開示の一実施形態における行動のスコアを利用した情報の提示に
ついて説明するための図である。図１５～図１７を参照して説明される画面１１００は、
例えば出力部３００に含まれるディスプレイ３０１によって画像として表示される。
【００７３】
　図１５では、画面１１００において、マップ１１０１と、行動種類入力１１０３と、曜
日入力１１０５と、時間帯入力１１０７とが表示されている。上述のように、本実施形態
において、統合解析部２０５によって学習されるユーザの行動のモデルは、ユーザの状態
と、該状態における位置の観測確率および行動の観測確率と、状態間の遷移確率とによっ
て定義される確率モデルでありうる。さらに、確率モデルは、さらに、各状態における付
帯的な属性の観測確率によって定義されうる。この場合、情報生成部２０７は、これらの
付帯的な属性に応じて行動の観測確率をフィルタすることによって情報を生成することが
可能である。
【００７４】
　図１６では、図１５に示した画面１１００において、行動種類入力１１０３で「自動車
」、「バス」および「列車」が選択され、曜日入力１１０５で月曜日～金曜日が選択され
、時間帯として６：００～１０：００が選択されている。この場合、マップ１１０１では
、選択された曜日および時間帯において、選択された行動の種類（列車、バス、自動車）
のスコアが高い領域Ｒ＿ｔｒａｉｎ、Ｒ＿Ｂｕｓ、Ｒ＿Ｃａｒがオーバーレイ表示される
。スコアは、上記の通り、例えば、それぞれの状態における行動の観測確率を、位置の平
均および分散に応じて足し合わせることによって算出される。このとき、行動の観測確率
は、選択された曜日および時間帯の観測確率に応じて重みづけした上で足し合わされる。
【００７５】
　なお、領域Ｒ＿ｔｒａｉｎ、Ｒ＿Ｂｕｓ、Ｒ＿Ｃａｒは、印刷の都合上均一なハッチン
グで表現されているが、実際には領域内で位置ごとにスコアの高低が表現されうる。スコ
アの高低は、例えばヒートマップやコンターマップ（等高線図）などによって表現されう
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る。また、それぞれの位置において複数の移動手段のスコアが算出されている場合、領域
Ｒ＿ｔｒａｉｎ、Ｒ＿Ｂｕｓ、Ｒ＿Ｃａｒの表示にあたっては、そのうちで最も高いスコ
アを有する行動が選択されうる。
【００７６】
　図１７には、上記の図１５および図１６の例における行動種類入力１１０３、曜日入力
１１０５、および時間帯入力１１０７のような入力部の他の例が示されている。例えば、
図示された例のように、年齢入力１１０９、性別入力１１１１、または職業入力１１１３
が、上記の図１５に示された入力部とともに、またはこれに代えて、画面１１００に表示
されてもよい。例えば、確率モデルが各状態における年齢、性別、職業を含む付帯的な属
性の観測確率によって定義される場合には、情報生成部２０７がこれらの属性に応じて行
動の観測確率をフィルタして情報を生成することも可能である。
【００７７】
　なお、上記で図１５～図１７を参照して説明した画面１１００のような情報の提示は、
統合解析部２０５がユーザの行動モデルを学習しない場合にも可能である。例えば、行動
ログが、異なるユーザによって提供された、または異なる時刻に提供された（同じユーザ
によって提供されてもよい）複数の行動ログを含む場合に、統合解析部２０５は、複数の
行動ログにおいて同じ位置または近接する位置を示す位置情報に関連付けられた行動認識
情報によって示される行動の頻度に対応するスコアを算出してもよい。この場合も、情報
生成部２０７は、算出されたスコアを上記の例における行動のスコアと同様に扱うことに
よって、図１５～図１７を参照して説明した画面１１００のような情報の提示を実現する
ことが可能である。
【００７８】
　以上で説明した例のように、位置情報および行動認識情報に基づいて、位置情報によっ
て示される位置におけるユーザの行動のモデルを学習することによって、異なるユーザに
よって提供された、または異なる時刻に提供された（同じユーザによって提供されてもよ
い）複数の行動ログに含まれる行動認識情報を、それぞれの行動認識情報に関連付けられ
た位置情報を介して結合させることができる。このようなモデルが提供されることによっ
て、例えば、行動ログに含まれる位置情報によって示される位置の場所属性を推定したり
、推定された場所属性を利用することによって行動認識情報の精度を向上させたりするこ
とができる。また、モデルにおける位置の観測確率および行動の観測確率に基づいて算出
される位置ごとの行動のスコアに基づく情報を生成することもできる。
【００７９】
　（５．マップ生成機能）
　次に、本実施形態において実現されうるマップ生成機能について、さらに説明する。上
記のように、マップ生成機能は、処理部２００に含まれる統合解析部２０５において実現
されうる。
【００８０】
　マップ生成機能を実現する統合解析部２０５は、少なくとも行動ログに含まれる位置情
報に基づいて、行動認識情報に基づく情報を配置するためのマップを生成する。なお、位
置情報が、ＧＰＳなどによる絶対的な測位の結果などに基づいて既存のマップに対応付け
られているような場合には、マップ生成機能は実現されなくてもよい。この場合、情報生
成部２０７は、既存のマップ上に、行動認識情報に基づく情報を配置した情報を生成しう
る。このような処理によっても、例えば上記で図１５～図１７を参照して説明した画面１
１００のような情報は生成可能である。
【００８１】
　つまり、マップ生成機能は、上記のモデル学習機能や情報生成機能の例とは独立して実
現されうる。マップ生成機能を実現する統合解析部２０５は、例えば、行動ログに含まれ
る位置情報が既存のマップに対応付けられていない場合（既存のマップが存在しない場合
を含む）に、位置情報に基づいて新たにマップを生成する。
【００８２】
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　単純な例として、マップ生成機能を実現する統合解析部２０５は、例えば図５に示した
ような、位置情報の系列によって構成されるユーザの移動軌跡に基づいてマップを生成し
てもよい。なお、マップ生成機能は、上記の位置情報補正機能とも独立して実現されうる
。つまり、統合解析部２０５は、上記の機能構成の第１の例において自律測位部２０１が
取得する位置情報を、位置情報補正機能によって補正した上で、以下で説明するマップ生
成機能に利用してもよいし、上記の位置情報補正機能とは異なる方法によって位置情報を
補正した上で、マップ生成機能に利用してもよい。あるいは、統合解析部２０５は、自律
測位部２０１が取得した位置情報を、そのままマップ生成機能に利用してもよい。また、
統合解析部２０５は、上記の機能構成の第２の例において位置情報取得部２１１が取得す
る、ＧＰＳによる位置情報を、マップ生成機能に利用してもよい（例えば、既存の地図よ
りも詳細なマップを生成する場合など）。
【００８３】
　ここで、例えば、マップ生成機能を実現する統合解析部２０５は、位置情報が標高の異
なる複数の系列の位置情報を含む場合に、各系列の位置情報ごとに分割されたマップを生
成してもよい。例えば、位置情報は、緯度、経度、および標高（これらの数値は、グロー
バルなものであってもよいしローカルなものであってもよい）の情報を含みうるが、異な
るユーザによって提供された、または異なる時刻に提供された（同じユーザによって提供
されてもよい）複数の行動ログに含まれる位置情報の中に、標高が（誤差の範囲を超えて
）異なる複数の系列の位置情報が含まれる場合に、統合解析部２０５は、これらの位置情
報のそれぞれに対応するようにマップを分割してもよい。具体的には、行動ログの中に、
建物の異なるフロアで取得された位置情報の系列が含まれるような場合に、マップは分割
されうる。
【００８４】
　また、マップ生成機能を実現する統合解析部２０５は、行動ログに含まれる行動認識情
報にさらに基づいてマップを生成してもよい。その場合の例（マップの分割）について、
以下でさらに説明する。
【００８５】
　図１８は、本開示の一実施形態におけるマップの分割の第１の段階について説明するた
めの図である。図１８には、例えば上記で図９および図１０を参照して説明したような行
動のモデル学習によって定義された状態ＳＴと、互いに遷移関係にある状態ＳＴを接続す
るリンクＬとが示されている。図示された例では、状態ＳＴがリンクＬで互いに接続され
ることによって構成されるグラフ構造が、ジオフェンスＧＦによって分割されている。よ
り具体的には、ジオフェンスＧＦをまたぐリンクＬが分割点に設定されている。ジオフェ
ンスＧＦは、例えばマップ内での建物の範囲のような地理的な境界を示す所与の情報であ
りうる。ジオフェンスＧＦと同様にマップ内での地理的境界を示す情報として、例えば、
建物における各フロアの標高情報などが用いられてもよい。状態ＳＴの特徴量に標高が含
まれる場合、各フロアの境界に相当する標高をまたぐリンクＬが分割点に設定されること
によって、グラフ構造が分割される。このように、第１の段階では、利用可能な外部の地
図情報や、ユーザによって手動で指定された情報など、所与の情報に基づいて行動マップ
が分割される。
【００８６】
　図１９は、本開示の一実施形態におけるマップの分割の第２の段階について説明するた
めの図である。図１９には、上記の第１の段階において分割された領域ジオフェンスＧＦ
の外側の領域が、領域Ｒ１として示されている。図示された例では、残りの領域における
状態ＳＴのグラフ構造が、さらに、建物設備に関連する行動が発生したことが示される位
置で分割される。建物設備は、例えば、階段、エレベータ、またはエスカレータのような
昇降設備、またはドアのようなゲートウェイ設備を含みうる。図示された例では、状態Ｓ
Ｔ＿ＤＯＯＲに接続されたリンクＬが分割点に設定されている。状態ＳＴ＿ＤＯＯＲは、
行動認識において「ドアの開閉」の行動が認識された状態である。例えば、建物内で部屋
ごとに行動マップを分割しようとする場合、ドアに対応する位置でマップを分割すること
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は適切である。なお、領域Ｒ１の中でも、同様に、特定の行動認識結果を示す状態の位置
で状態ＳＴのグラフ構造がさらに分割されてもよい。
【００８７】
　図２０は、本開示の一実施形態におけるマップの分割の第３の段階について説明するた
めの図である。図２０には、上記の第１および第２の段階において分割された領域が、領
域Ｒ１，Ｒ２として示されている。図示された例では、残りの領域における状態ＳＴのグ
ラフ構造が、さらに、状態間の類似度に基づいて分割される。図示された例では、残りの
領域における状態ＳＴのグラフ構造において、類似度が所定の閾値よりも低い（類似しな
い）と判定された状態間のリンクＬが分割点に設定され、マップが２つの領域に分割され
ている。つまり、マップは、位置ごとのユーザの行動を示す状態が類似しない位置の間で
分割される。以下では、状態が類似するか否かを判定するための類似度関数を、位置情報
および行動認識情報の学習によって生成する方法について、さらに説明する。
【００８８】
　図示された例では、類似度関数を作成するために、まず、ある範囲で定義された状態Ｓ
Ｔにラベルを与える。ここで与えられるラベルは、例えば「居室」、「会議室」、「廊下
」などといったものでありうる。なお、状態ＳＴにラベルを与えるという点では、この処
理は図１２を参照して説明した場所属性ラベルを与える処理に類似しているが、ラベルの
内容は図１２の例と異なりうる。図１２の例で与えられたラベルが行動認識のために用い
られるのに対して、ここで与えられるラベルは行動マップの分割のために用いられる。従
って、例えば、図１２の例では「デスク」のラベルが与えられた状態に、「居室」のラベ
ルが与えられうる（個々のデスクではなくデスクがある居室全体を単位としてマップを分
割するため）。類似度関数は、例えば、ラベルが同じ２つの状態を入力すると類似度スコ
アが高くなり、ラベルが異なる２つの状態を入力すると類似度スコアが低くなるような距
離関数Ｄとして作成される。より具体的には、２つの状態ＳＴ１，ＳＴ２の特徴量ｘ１，
ｘ２を入力した場合に、距離関数Ｄ（ｘ１，ｘ２）によって算出されるスコアが上記の類
似度スコアになるように、例えばDistance　Metric　Learningのような手法を用いて距離
関数Ｄが作成される。
【００８９】
　図２１は、上記の第１～第３の段階によるマップの分割の結果を示す図である。領域Ｒ
１は、第１の段階において、行動マップがジオフェンスＧＦによって分割されることによ
って定義された領域である。この領域は、例えば、建物の外側に対応する。領域Ｒ２は、
第２の段階において、行動マップが特徴的な行動認識結果（ドアの開閉）を示す状態ＳＴ
＿ＤＯＯＲの位置で分割されることによって定義された領域である。この領域は、例えば
、建物内の通路の領域に対応する。領域Ｒ３，Ｒ４は、第３の段階において、行動マップ
が状態間の類似度に基づいて分割されることによって定義された領域である。これらの領
域は、例えば、建物内の用途の異なる部屋（居室と会議室など）に対応する。上記の第１
～第３の段階を含む処理によれば、例えば領域Ｒ１～Ｒ４のような、さまざまな属性の領
域を含む行動マップを、適切に分割することができる。
【００９０】
　なお、上記の領域の例は一例にすぎない。例えば、行動マップに含まれる領域がすべて
建物内であってもよいし、すべて建物外であってもよい。また、上述のように、第１の段
階で分割された領域のすべてが、第２の段階でさらに分割されてもよい。同様に、第１の
段階または第２の段階で分割された領域の全てが、第３の段階でさらに分割されてもよい
。
【００９１】
　図２２は、本開示の一実施形態における行動マップの分割の効果について説明するため
の図である。図２２には、分割前の行動マップの例（ＭＡＰ＿Ａ）と、分割後の行動マッ
プの例（ＭＡＰ＿Ｂ）とが示されている。なお、これらの行動マップでは、状態の図示は
省略し、遷移によるリンク（移動軌跡）だけが示されている。
【００９２】
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　図示された例の行動マップは、２つの建物（ビルＡ、ビルＢ）とその外側の屋外とを含
むが、例えば上記の第１～第３の段階の処理によって屋外の領域と、それぞれの建物のフ
ロアの領域とに分割される。このように行動マップが分割されることによって、例えば、
建物内のフロアを俯瞰する２次元的な行動マップを表示する場合のように、行動マップの
所望の範囲を限定した閲覧が容易になる。また、建物内と建物外との行動マップが分離さ
れることによって、それぞれに特有の行動や場所属性を利用した解析が可能になる。
【００９３】
　（６．位置情報と建物設備との関連付け処理機能）
　本実施形態において、処理部２００に含まれる統合解析部２０５は、行動認識情報に基
づいて、位置情報に建物設備を関連付ける関連付け処理機能を実現してもよい。この場合
、例えば、自律測位部２０１または位置情報取得部２１１が、ユーザの位置情報を取得す
る位置情報取得機能を実現する。また、例えば、行動認識部２０３が、建物設備に関連す
るユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識情報取得機能を実
現する。
 
【００９４】
　例えば、既に説明した位置情報補正機能やマップ生成機能の中でも、行動認識情報によ
って建物設備に関連する行動が示される例が説明された。これらの例では、建物設備に関
連する行動が発生したことが示される位置が、位置情報の系列を補正するための基準点と
して利用されたり、マップの分割位置として利用されたりした。これらの機能の中でも、
上記の関連付け処理機能が実現されていたといえる。
【００９５】
　その一方で、本実施形態において、関連付け処理機能は、上述した位置情報補正機能や
マップ生成機能とは独立して、統合解析部２０５によって実現されうる。以下では、その
ような関連付け処理機能について説明するとともに、建物設備に関連するユーザの行動の
認識手法の一例についても説明する。このような手法は、関連付け処理機能が独立して実
現される場合だけではなく、位置情報補正機能やマップ生成機能とともに関連付け処理機
能が実現される場合にも利用可能である。
【００９６】
　本実施形態において、自律測位部２０１は、ユーザの位置情報を取得する位置情報取得
機能を実現しうる。上述のように、自律測位部２０１は、入力部１００に含まれる加速度
センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、および地磁気センサ１０５（モーションセンサ）
の検出値を含むユーザのセンシング情報に基づく自律測位を実施することによって位置情
報を取得する。あるいは、位置情報取得部２１１が位置情報取得機能を実現してもよい。
位置情報取得部２１１は、入力部１００に含まれるＧＰＳ受信機１１１によって提供され
る位置情報を取得する。
【００９７】
　また、本実施形態において、行動認識部２０３は、位置情報に関連付けられたユーザの
センシング情報に基づいて生成され、建物設備に関連するユーザの行動が発生したことを
示す行動認識情報を取得する行動認識情報取得機能を実現しうる。例えば、自律測位部２
０１によって位置情報取得機能が実現される場合、行動認識部２０３に入力されるセンシ
ング情報は、自律測位部２０１に入力されるセンシング情報と共通でありうるため、位置
情報にはセンシング情報が関連付けられているといえる。また、位置情報取得部２１１に
よって位置情報取得機能が実現される場合も、タイムスタンプなどによって位置情報にセ
ンシング情報を関連付けることができる。
 
【００９８】
　上述の通り、行動認識部２０３は、加速度センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、およ
び地磁気センサ１０５（モーションセンサ）、ならびに気圧センサ１０７の検出値に基づ
く行動認識を実施することによって行動認識情報を取得する。行動認識の手法については
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公知の任意の構成を採用することが可能であるが、例えば、行動認識部２０３は、建物設
備に関連するユーザの行動に対応する動作モデルを参照して、センサの検出値のパターン
認識などを実行することによって、行動認識情報を取得してもよい。なお、他の例で、行
動認識部２０３と統合解析部２０５とが異なる装置において実現されるような場合には、
統合解析部２０５を実現する装置において行動認識情報を受信する通信装置によって行動
認識情報取得機能が実現される。
【００９９】
　図２３は、本開示の一実施形態におけるエレベータに関連する行動の検出について説明
するための図である。図２３には、加速度センサ１０１によって提供される３軸の加速度
ａｘ，ａｙ，ａｚと、３軸の加速度の重力方向成分ａｇとが示されている。図示された例
において、加速度の重力方向成分ａｇは、３軸の加速度ａｘ，ａｙ，ａｚを重力方向に投
影し、さらに、重力加速度成分を除いたものである。ここで、ユーザがエレベータに乗っ
ていた場合、３軸の加速度ａｘ，ａｙ，ａｚにおける加速度値の分散が小さくなり、かつ
、加速度の重力方向成分ａｇに特定のパターンが現れる。この特定のパターンは、エレベ
ータの加速および減速に対応して発生しうる。このような条件に合致する区間が、図では
区間Ｅｖとして示されている。
【０１００】
　このような区間Ｅｖが観察された場合、行動認識部２０３が取得する行動認識情報は、
エレベータに関するユーザの行動が発生したことを示しうる。例えば、行動認識情報は、
区間Ｅｖの全体にわたって「エレベータで移動している」という行動の発生を示してもよ
いし、区間Ｅｖの始点で「エレベータに乗った」、区間Ｅｖの終点で「エレベータから降
りた」という行動の発生をそれぞれ示してもよい。
【０１０１】
　図２４は、本開示の一実施形態においてエレベータに関連する行動を検出する処理の例
を示すフローチャートである。図２４を参照すると、行動認識部２０３は、まず、加速度
センサの検出値における平均ａｖｇおよび分散ｖａｒを算出する（Ｓ１０１）。ここで、
分散ｖａｒが所定の閾値Ｖよりも小さく、平均ａｖｇが所定の範囲（Ａ１～Ａ２）内にあ
る場合（Ｓ１０３のＹＥＳ）、さらに、行動認識部２０３は、重力方向の加速度変化を抽
出する（Ｓ１０５）。上記のように、重力方向の加速度変化は、加速度センサ１０１の検
出値に基づいて算出される。行動認識部２０３は、重力方向の加速度変化に特定のパター
ンが現れた場合（Ｓ１０７のＹＥＳ）、エレベータに関連する行動を検出し（Ｓ１０９）
、当該行動を示す行動認識情報を生成する。
【０１０２】
　図２５は、本開示の一実施形態における階段に関連する行動の検出について説明するた
めの図である。図２５には、気圧センサ１０７によって提供される気圧の検出値Ｐａと、
検出値Ｐａに基づいて認識される上昇／下降の区分Ｃ（up/down）と、加速度センサ１０
１の検出値に基づいて認識される歩行／静止の区分Ｃ（walk/still）と、区分Ｃ（up/dow
n）および区分Ｃ（walk/still）に基づいて判定される階段上昇／階段下降の区分Ｃ（sta
irs）とが示されている。図示された例では、区分Ｃ（walk/still）においてユーザが歩
行中であることが示され（walk）、かつ、区分Ｃ（up/down）においてユーザが重力方向
に移動していることが示される（upまたはdown）場合に、階段に関連するユーザの行動が
検出される。このような条件に合致する区間が、図では区間Ｓｔとして示されている。
 
【０１０３】
　このような区間Ｓｔが観察された場合、行動認識部２０３が取得する行動認識情報は、
階段に関するユーザの行動が発生したことを示しうる。例えば、行動認識情報は、区間Ｓ
ｔの全体にわたって「階段を昇降している」という行動の発生を示してもよいし、区間Ｓ
ｔの始点で「階段を昇り／降り始めた」、区間Ｓｔの終点で「階段を昇り／降り終えた」
という行動の発生をそれぞれ示してもよい。
【０１０４】
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　図２６は、本開示の一実施形態において階段に関連する行動を検出する処理の例を示フ
ローチャートである。図２６を参照すると、行動認識部２０３は、まず、加速度センサ１
０１の検出値に基づいて、ユーザの歩行を検出する処理を実行する（Ｓ２０１）。なお、
ユーザの方向を検出する処理には、公知の様々な技術を利用することが可能である。ここ
で、ユーザの歩行が検出された場合（Ｓ２０３のＹＥＳ）、さらに、行動認識部２０３は
、気圧センサ１０７の検出値に基づいて、ユーザの重力方向への移動を検出する処理を実
行する（Ｓ２０５）。図２５に示したように、ユーザの重力方向への移動は、気圧センサ
１０７の検出値（気圧）の上昇または下降の量または割合によって判定されうる。行動認
識部２０３は、ユーザの重力方向への移動が検出された場合（Ｓ２０７のＹＥＳ）、階段
に関連する行動を検出し（Ｓ２０９）、当該行動を示す行動認識情報を生成する。
【０１０５】
　既に述べたように、位置情報に建物設備を関連付ける関連付け処理機能は、例えば位置
情報補正機能やマップ生成機能のような他の機能とは独立して実現されうる。例えば、自
律測位部２０１によって取得される位置情報が、上記の位置情報補正機能とは異なる方法
によって補正されたものについて、関連付け処理機能が建物設備を関連付けてもよい。ま
た、自律測位部２０１または位置情報取得部２１１によって取得される位置情報が既に十
分な精度を有している場合、関連付け処理機能は位置情報取得機能によって取得された位
置情報にそのまま建物設備を関連付けてもよい。例えば、マップを生成せずとも、位置情
報にユーザの他の行動を示す情報とともに建物設備を関連付けることによって、ユーザが
一連の行動を実際の環境に対応させて把握することが容易になる。
【０１０６】
　（７．システム構成）
　以上、本開示の一実施形態について説明した。上述したように、本実施形態に係るシス
テム１０は、入力部１００と、処理部２００と、出力部３００とを含み、これらの構成要
素は、１または複数の情報処理装置によって実現される。以下では、システム１０を実現
する情報処理装置の組み合わせの例について、より具体的な例とともに説明する。
【０１０７】
　（第１の例）
　図２７は、本開示の実施形態に係るシステム構成の第１の例を示すブロック図である。
図２７を参照すると、システム１０は、情報処理装置１１，１３を含む。入力部１００お
よび出力部３００は、情報処理装置１１において実現される。一方、処理部２００は、情
報処理装置１３において実現される。情報処理装置１１と情報処理装置１３とは、本開示
の実施形態に係る機能を実現するために、ネットワークを介して通信する。入力部１００
と処理部２００との間のインターフェース１５０ｂおよび処理部２００と出力部３００と
の間のインターフェース３５０ｂは、いずれも装置間の通信インターフェースでありうる
。
【０１０８】
　第１の例において、情報処理装置１１は、例えば端末装置でありうる。この場合、入力
部１００は、入力装置、センサ、外部サービスから情報を取得するソフトウェアなどを含
みうる。外部サービスから情報を取得するソフトウェアは、例えば、端末装置で実行され
ているサービスのアプリケーションソフトウェアからデータを取得する。出力部３００は
、出力装置、制御装置、外部サービスに情報を提供するソフトウェアなどを含みうる。外
部サービスに情報を提供するソフトウェアは、例えば、端末装置で実行されているサービ
スのアプリケーションソフトウェアに情報を提供しうる。
【０１０９】
　また、第１の例において、情報処理装置１３は、サーバでありうる。処理部２００は、
情報処理装置１３が備えるプロセッサまたは処理回路がメモリまたはストレージ装置に格
納されたプログラムに従って動作することによって実現される。情報処理装置１３は、例
えばサーバとして利用される装置であってもよい。この場合、情報処理装置１３は、デー
タセンタなどに設置されてもよいし、家庭内に設置されてもよい。あるいは、情報処理装
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置１３は、他の機能については端末装置として利用可能であるが、本開示の実施形態に係
る機能に関しては入力部１００および出力部３００を実現しない装置であってもよい。
 
【０１１０】
　（第２の例）
　図２８は、本開示の実施形態に係るシステム構成の第２の例を示すブロック図である。
図２８を参照すると、システム１０は、情報処理装置１１ａ，１１ｂ，１３を含む。入力
部１００は、入力部１００ａ，１００ｂに分かれて実現される。入力部１００ａは、情報
処理装置１１ａにおいて実現される。入力部１００ａは、例えば、上記で説明された加速
度センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、地磁気センサ１０５、気圧センサ１０７、およ
び／またはＧＰＳ受信機１１１を含みうる。
【０１１１】
　入力部１００ｂおよび出力部３００は、情報処理装置１１ｂにおいて実現される。入力
部１００ｂは、例えば、上記で説明された操作入力装置１０９を含みうる。また、処理部
２００は、情報処理装置１３において実現される。情報処理装置１１ａ，１１ｂと情報処
理装置１３とは、本開示の実施形態に係る機能を実現するために、ネットワークを介して
それぞれ通信する。入力部１００と処理部２００との間のインターフェース１５０ｂ１，
１５０ｂ２、および処理部２００と出力部３００との間のインターフェース３５０ｂは、
いずれも装置間の通信インターフェースでありうる。ただし、第２の例では、情報処理装
置１１ａと情報処理装置１１ｂとが別個の装置であるために、インターフェース１５０ｂ
１と、インターフェース１５０ｂ２およびインターフェース３５０ｂとは、それぞれ異な
る種類のインターフェースを含みうる。
 
【０１１２】
　第２の例において、情報処理装置１１ａ，１１ｂは、例えば端末装置でありうる。情報
処理装置１１ａは、例えば、ユーザによって携帯または装着され、ユーザをセンシングす
る。一方、情報処理装置１１ｂは、センシングの結果に基づいて情報処理装置１３におい
て生成された情報を、ユーザに向けて出力する。このとき、情報処理装置１１ｂは、出力
される情報に関するユーザの操作入力を受け付ける。従って、情報処理装置１１ｂは、必
ずしもユーザによって携帯または装着されていなくてもよい。また、情報処理装置１３は
、上記の第１の例と同様に、サーバまたは端末装置でありうる。処理部２００は、情報処
理装置１３が備えるプロセッサまたは処理回路がメモリまたはストレージ装置に格納され
たプログラムに従って動作することによって実現される。
【０１１３】
　（第３の例）
　図２９は、本開示の実施形態に係るシステム構成の第３の例を示すブロック図である。
図２９を参照すると、システム１０は、情報処理装置１１，１３を含む。第３の例におい
て、入力部１００および出力部３００は、情報処理装置１１において実現される。一方、
処理部２００は、情報処理装置１１および情報処理装置１３に分散して実現される。情報
処理装置１１と情報処理装置１３とは、本開示の実施形態に係る機能を実現するために、
ネットワークを介して通信する。
【０１１４】
　上記のように、この第３の例では、処理部２００が、情報処理装置１１と情報処理装置
１３との間で分散して実現される。より具体的には、処理部２００は、情報処理装置１１
で実現される処理部２００ａ，２００ｃと、情報処理装置１３で実現される処理部２００
ｂとを含む。処理部２００ａは、入力部１００からインターフェース１５０ａを介して提
供される情報に基づいて処理を実行し、処理の結果を処理部２００ｂに提供する。処理部
２００ａは、例えば、上記で説明された自律測位部２０１および行動認識部２０３を含み
うる。一方、処理部２００ｃは、処理部２００ｂから提供される情報に基づいて処理を実
行し、処理の結果をインターフェース３５０ａを介して出力部３００に提供する。処理部
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２００ｃは、例えば、上記で説明された情報生成部２０７を含みうる。
【０１１５】
　なお、図示された例では、処理部２００ａおよび処理部２００ｃの両方が示されている
が、実際にはこのうちのいずれか一方だけが存在してもよい。つまり、情報処理装置１１
は、処理部２００ａを実現するが、処理部２００ｃを実現せず、処理部２００ｂから提供
される情報は、そのまま出力部３００に提供されてもよい。同様に、情報処理装置１１は
、処理部２００ｃを実現するが、処理部２００ａを実現しなくてもよい。
【０１１６】
　処理部２００ａと処理部２００ｂとの間、および処理部２００ｂと処理部２００ｃとの
間には、それぞれインターフェース２５０ｂが介在する。インターフェース２５０ｂは、
装置間の通信インターフェースである。一方、情報処理装置１１が処理部２００ａを実現
する場合、インターフェース１５０ａは、装置内のインターフェースである。同様に、情
報処理装置１１が処理部２００ｃを実現する場合、インターフェース３５０ａは、装置内
のインターフェースである。上記のように処理部２００ｃが情報生成部２０７を含む場合
、入力部１００からの情報の一部、例えば操作入力装置１０９からの情報は、インターフ
ェース１５０ａを介して直接的に処理部２００ｃに提供される。
【０１１７】
　なお、上述した第３の例は、処理部２００ａまたは処理部２００ｃのうちの一方または
両方が情報処理装置１１が備えるプロセッサまたは処理回路によって実現される点を除い
ては、上記の第１の例と同様である。つまり、情報処理装置１１は、端末装置でありうる
。また、情報処理装置１３は、サーバでありうる。
【０１１８】
　（第４の例）
　図３０は、本開示の実施形態に係るシステム構成の第４の例を示すブロック図である。
図３０を参照すると、システム１０は、情報処理装置１１ａ，１１ｂ，１３を含む。入力
部１００は、入力部１００ａ，１００ｂに分かれて実現される。入力部１００ａは、情報
処理装置１１ａにおいて実現される。入力部１００ａは、例えば、上記で説明された加速
度センサ１０１、ジャイロセンサ１０３、地磁気センサ１０５、気圧センサ１０７、およ
び／またはＧＰＳ受信機１１１を含みうる。
【０１１９】
　入力部１００ｂおよび出力部３００は、情報処理装置１１ｂにおいて実現される。入力
部１００ｂは、例えば、上記で説明された操作入力装置１０９を含みうる。また、処理部
２００は、情報処理装置１１ａ，１１ｂおよび情報処理装置１３に分散して実現される。
情報処理装置１１ａ，１１ｂと情報処理装置１３とは、本開示の実施形態に係る機能を実
現するために、ネットワークを介してそれぞれ通信する。
【０１２０】
　図示されているように、この第４の例では、処理部２００が、情報処理装置１１ａ，１
１ｂと情報処理装置１３との間で分散して実現される。より具体的には、処理部２００は
、情報処理装置１１ａで実現される処理部２００ａと、情報処理装置１３で実現される処
理部２００ｂと、情報処理装置１１ｂで実現される処理部２００ｃとを含む。このような
処理部２００の分散については、上記の第３の例と同様である。ただし、この第４の例で
は、情報処理装置１１ａと情報処理装置１１ｂとが別個の装置であるために、インターフ
ェース２５０ｂ１，２５０ｂ２は、それぞれ異なる種類のインターフェースを含みうる。
上記のように処理部２００ｃが情報生成部２０７を含む場合、入力部１００ｂからの情報
、例えば操作入力装置１０９からの情報は、インターフェース１５０ａ２を介して直接的
に処理部２００ｃに提供される。
【０１２１】
　なお、第４の例は、処理部２００ａまたは処理部２００ｃのうちの一方または両方が情
報処理装置１１ａまたは情報処理装置１１ｂが備えるプロセッサまたは処理回路によって
実現される点を除いては、上記の第２の例と同様である。つまり、情報処理装置１１ａ，
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１１ｂは、端末装置でありうる。また、情報処理装置１３は、サーバでありうる。
【０１２２】
　（８．ハードウェア構成）
　次に、図３１を参照して、本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成に
ついて説明する。図３１は、本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例
を示すブロック図である。
【０１２３】
　情報処理装置９００は、ＣＰＵ（Central　Processing　unit）９０１、ＲＯＭ（Read
　Only　Memory）９０３、およびＲＡＭ（Random　Access　Memory）９０５を含む。また
、情報処理装置９００は、ホストバス９０７、ブリッジ９０９、外部バス９１１、インタ
ーフェース９１３、入力装置９１５、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、ドライブ
９２１、接続ポート９２３、通信装置９２５を含んでもよい。さらに、情報処理装置９０
０は、必要に応じて、撮像装置９３３、およびセンサ９３５を含んでもよい。情報処理装
置９００は、ＣＰＵ９０１に代えて、またはこれとともに、ＤＳＰ（Digital　Signal　P
rocessor）、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）、またはＦＰＧ
Ａ（Field-Programmable　Gate　Array）などの処理回路を有してもよい。
【０１２４】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プロ
グラムに従って、情報処理装置９００内の動作全般またはその一部を制御する。ＲＯＭ９
０３は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータなどを記憶する。ＲＡＭ９
０５は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化
するパラメータなどを一次記憶する。ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３、およびＲＡＭ９０５
は、ＣＰＵバスなどの内部バスにより構成されるホストバス９０７により相互に接続され
ている。さらに、ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Peripheral　
Component　Interconnect/Interface）バスなどの外部バス９１１に接続されている。
【０１２５】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなど、ユーザによって操作される装置である。入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、情報処理装
置９００の操作に対応した携帯電話などの外部接続機器９２９であってもよい。入力装置
９１５は、ユーザが入力した情報に基づいて入力信号を生成してＣＰＵ９０１に出力する
入力制御回路を含む。ユーザは、この入力装置９１５を操作することによって、情報処理
装置９００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりする。
【０１２６】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚や聴覚、触覚などの感覚を用い
て通知することが可能な装置で構成される。出力装置９１７は、例えば、ＬＣＤ（Liquid
　Crystal　Display）または有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイなどの表示
装置、スピーカまたはヘッドフォンなどの音声出力装置、もしくはバイブレータなどであ
りうる。出力装置９１７は、情報処理装置９００の処理により得られた結果を、テキスト
もしくは画像などの映像、音声もしくは音響などの音声、またはバイブレーションなどと
して出力する。
【０１２７】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置９００の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）
などの磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デ
バイスなどにより構成される。ストレージ装置９１９は、例えばＣＰＵ９０１が実行する
プログラムや各種データ、および外部から取得した各種のデータなどを格納する。
【０１２８】
　ドライブ９２１は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ
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などのリムーバブル記録媒体９２７のためのリーダライタであり、情報処理装置９００に
内蔵、あるいは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されているリムーバブル記録媒体
９２７に記録されている情報を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９
２１は、装着されているリムーバブル記録媒体９２７に記録を書き込む。
【０１２９】
　接続ポート９２３は、機器を情報処理装置９００に接続するためのポートである。接続
ポート９２３は、例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）ポート、ＩＥＥＥ１３９４
ポート、ＳＣＳＩ（Small　Computer　System　Interface）ポートなどでありうる。また
、接続ポート９２３は、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーディオ端子、ＨＤＭＩ（登録商標
）（High-Definition　Multimedia　Interface）ポートなどであってもよい。接続ポート
９２３に外部接続機器９２９を接続することで、情報処理装置９００と外部接続機器９２
９との間で各種のデータが交換されうる。
【０１３０】
　通信装置９２５は、例えば、通信ネットワーク９３１に接続するための通信デバイスな
どで構成された通信インターフェースである。通信装置９２５は、例えば、ＬＡＮ（Loca
l　Area　Network）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、またはＷＵＳＢ（
Wireless　USB）用の通信カードなどでありうる。また、通信装置９２５は、光通信用の
ルータ、ＡＤＳＬ（Asymmetric　Digital　Subscriber　Line）用のルータ、または、各
種通信用のモデムなどであってもよい。通信装置９２５は、例えば、インターネットや他
の通信機器との間で、ＴＣＰ／ＩＰなどの所定のプロトコルを用いて信号などを送受信す
る。また、通信装置９２５に接続される通信ネットワーク９３１は、有線または無線によ
って接続されたネットワークであり、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通
信、ラジオ波通信または衛星通信などを含みうる。
【０１３１】
　撮像装置９３３は、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor
）またはＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）などの撮像素子、および撮像素子への被写
体像の結像を制御するためのレンズなどの各種の部材を用いて実空間を撮像し、撮像画像
を生成する装置である。撮像装置９３３は、静止画を撮像するものであってもよいし、ま
た動画を撮像するものであってもよい。
【０１３２】
　センサ９３５は、例えば、加速度センサ、角速度センサ、地磁気センサ、照度センサ、
温度センサ、気圧センサ、または音センサ（マイクロフォン）などの各種のセンサである
。センサ９３５は、例えば情報処理装置９００の筐体の姿勢など、情報処理装置９００自
体の状態に関する情報や、情報処理装置９００の周辺の明るさや騒音など、情報処理装置
９００の周辺環境に関する情報を取得する。また、センサ９３５は、ＧＰＳ（Global　Po
sitioning　System）信号を受信して装置の緯度、経度および高度を測定するＧＰＳ受信
機を含んでもよい。
【０１３３】
　以上、情報処理装置９００のハードウェア構成の一例を示した。上記の各構成要素は、
汎用的な部材を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェ
アにより構成されていてもよい。かかる構成は、実施する時々の技術レベルに応じて適宜
変更されうる。
【０１３４】
　（９．補足）
　本開示の実施形態は、例えば、上記で説明したような情報処理装置、システム、情報処
理装置またはシステムで実行される情報処理方法、情報処理装置を機能させるためのプロ
グラム、およびプログラムが記録された一時的でない有形の媒体を含みうる。
【０１３５】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
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する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１３６】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１３７】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識
情報取得機能と、
　前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける関連付け処理
機能と
　を実現する処理回路を備える情報処理装置。
（２）前記位置情報は、前記センシング情報を解析することによって生成される、前記（
１）に記載の情報処理装置。
（３）前記センシング情報は、モーションセンサの検出値を含む、前記（１）または（２
）に記載の情報処理装置。
（４）前記モーションセンサは、加速度センサを含み、
　前記行動認識情報は、前記加速度センサの検出値において、加速度の分散が小さく、か
つ重力方向の加速度変化に特定のパターンが現れる場合に、エレベータに関連する前記ユ
ーザの行動が発生したことを示す、前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）前記センシング情報は、気圧センサの検出値をさらに含み、
　前記モーションセンサは、加速度センサを含み、
　前記行動認識情報は、前記加速度センサの検出値に基づいて前記ユーザが歩行中である
ことが示され、かつ前記気圧センサの検出値に基づいて前記ユーザが重力方向に移動して
いることが示される場合に、階段に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す、前
記（３）または（４）に記載の情報処理装置。
（６）前記処理回路は、前記位置情報および前記位置情報に関連付けられた前記建物設備
の情報に基づいてマップを生成するマップ生成機能をさらに実現する、前記（１）～（５
）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（７）前記マップ生成機能は、前記建物設備が関連付けられた位置を基準にして分割され
た前記マップを生成する、前記（６）に記載の情報処理装置。
（８）前記処理回路は、前記建物設備が関連付けられた位置を基準にして前記位置情報を
補正する位置情報補正機能をさらに実現する、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載
の情報処理装置。
（９）ユーザの位置情報を取得することと、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得することと、
　処理回路が、前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける
ことと
　を含む情報処理方法。
（１０）ユーザの位置情報を取得する位置情報取得機能と、
　前記位置情報に関連付けられた前記ユーザのセンシング情報に基づいて生成され、建物
設備に関連する前記ユーザの行動が発生したことを示す行動認識情報を取得する行動認識
情報取得機能と、
　前記行動認識情報に基づいて、前記位置情報に前記建物設備を関連付ける関連付け処理
機能と
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　を処理回路に実現させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１３８】
　１０　　システム
　１１，１３　　情報処理装置
　１００　　入力部
　１０１　　加速度センサ
　１０３　　ジャイロセンサ
　１０５　　地磁気センサ
　１０７　　気圧センサ
　１０９　　操作入力装置
　１１１　　ＧＰＳ受信機
　１５０，２５０，３５０　　インターフェース
　２００　　処理部
　２０１　　自律測位部
　２０３　　行動認識部
　２０５　　統合解析部
　２０７　　情報生成部
　２１１　　位置情報取得部
　３００　　出力部
　３０１　　ディスプレイ
　３０３　　スピーカ
　３０５　　バイブレータ
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